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令和3年 令和4年

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

1.35 1.37 1.37 1.36 1.37 1.38 1.38 1.41 1.40 1.40 1.45 1.44

1.15 1.15 1.16 1.17 1.17 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.27 1.29

○季節調整法はセンサス局法Ⅱ（X－12－ARIMA）による。 なお、令和3年12月以前の数値は、令和4年1月分公表時に新季節指数により改訂されている。

（注1）本公表資料における有効求人倍率、有効求人数、新規求人数は、宮崎労働局管内のハローワークが受理した求人数（受理地別求人数）により算出したものである。

　有効求人倍率〈季節調整値、倍〉　

全　　国

宮　　崎

（注2）ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和3年9月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で求職登録した求職者数や、求職者
　　　　がハローワークインターネットサービスの求人に直接応募した就職件数等が含まれている。

報道関係者 　各位

一般職業紹介状況（令和4年7月分）

令和４年７月の有効求人倍率（受理地別・季節調整値）は、１．４４倍と前月より０．０１ポイント低下。

有効求人倍率は、８５ヶ月連続で１倍台を維持。

正社員有効求人倍率（原数値）は、１．０９倍と前年同月より０．０９ポイント上昇。

雇用失業情勢は、新型コロナウィルス感染症の影響が続いているものの、求人が求職を上回る状況が継続

しており、着実に改善が進んでいる。

・令和４年７月の【有効求人倍率】(季節調整値)は、前月より0.0１ポイント低下。
・【有効求職者数】は、前月比（季節調整値）で0.4％増、前年同月比（原数値）で3.4％増（5ヶ月連続）。
・【有効求人数】は、前月比（季節調整値）で0.3％減、前年同月比（原数値）で9.7％増（19ヶ月連続）。
・【新規求職者数】は、前年同月比（原数値）1.1％減、【新規求人数】は、前年同月比（原数値）5.8％増となった。
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（注）月別の数値は季節調整値

本県の労働市場における有効求人倍率（季節調整値）は、有効求職者数（同）が前月比0..4％増加し、有効求人数（同）は前月比0.3％減少したこと

から、前月より0.01ポイント低下し、1.44倍となった。

新規求職者数（原数値）は、前年同月比で1.1％(45人）減少となった。なお、有効求職者数（原数値）は、前年同月比3.4％（680人）増加し5ヶ月連続の

増加となっている。

新規常用求職者（パートを除く）を求職時の態様別にみると、前年同月比で在職者が2.3％（22人）増、離職者は同数、無業者が9.8％（13人）増となっ

た。なお、 離職者のうち、事業主都合離職者は1.1％（4人）増となっている。

一方、新規求人数-（原数値）は、前年同月比で5.8％（535人）増加となった。また、有効求人数（原数値）は、前年同月比で9.7％（2,475人）の増加で

19ヶ月連続となっている。

新規求人数を産業別にみると、前年同月比で18産業中11産業で増加となった。内訳としては、サービス業（他に分類されないもの）で152人（11.3％）

増、運輸業、郵便業で110人（22.9％）増等となる一方、教育、学習支援で40人（23.4％）減,、建設業で20人（2.6％）減等（18産業中7産業で減少）となっ

たことから、全体で535人（5.8%）の増加となった。
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有効求人倍率の動き宮 崎

全 国（倍）

Press Release

宮崎労働局発表

令和4年8月30日解禁

【照会先】
宮崎労働局職業安定部
部 長 小川 和人
職 業 安 定 課長 正入木 均
地方労働市場情報官 児玉 聡子

（代表電話）0985（38）8823

季節調整値

季節調整値

３年

＊令和元年度（平成31年4月を含む。）

４年
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１．新規求職の動き＜季節調整値＞

新規求職（パートを含む、人）
令和３年 令和４年 　

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

4,527 4,376 4,446 4,490 4,469 4,574 4,282 4,458 4,579 4,326 4,396 4,512

1.8% -3.3% 1.6% 1.0% -0.5% 2.3% -6.4% 4.1% 2.7% -5.5% 1.6% 2.6%

２．新規求人の動き＜季節調整値＞

令和３年 令和４年 　

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

9,789 9,588 9,709 9,570 10,387 10,236 9,393 10,454 10,333 9,451 10,913 10,367

0.8% -2.1% 1.3% -1.4% 8.5% -1.5% -8.2% 11.3% -1.2% -8.5% 15.5% -5.0%

３．職業紹介状況について（パートを含む）＜原数値＞

就職（パートを含む、件）
令和２年 令和３年

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

1,479 1,677 1,808 1,470 1,382 1,372 1,712 2,349 2,054 1,723 1,889 1,663
令和３年 令和４年  

８月 ９月 １0月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

1,557 1,736 1,684 1,603 1,319 1,470 1,608 2,245 1,711 1,704 1,734 1,547

5.3% 3.5% -6.9% 9.0% -4.6% 7.1% -6.1% -4.4% -16.7% -1.1% -8.2% -7.0%

令和２年 令和３年  

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

37.7% 41.0% 42.3% 41.0% 45.1% 29.8% 39.0% 47.2% 32.9% 39.8% 43.3% 39.4%
令和３年 令和４年  

８月 ９月 １0月 １１月 １2月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

36.3% 40.8% 39.0% 41.4% 41.0% 30.1% 36.7% 45.7% 27.7% 37.3% 39.5% 37.0%

４．正社員有効求人倍率の動き＜原数値＞

 
（注）ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴う令和３年９月以降の数値の取扱いについては、１頁の（注2）を参照

就
職
率

<数値の対比は前年同月比>　　

<数値の対比は前月比>　　

新規求人（パートを含む、人）

次回公表予定日　令和4年9月30日（金）

就
職
件
数

対前年同月比

* 季節調整法はセンサス局法Ⅱ（Ⅹ-12-ARIMA）による。なお、令和3年12月以前の数値は、令和4年1月分公表時に新季節指数により改訂されている。

* 季節調整法はセンサス局法Ⅱ（Ⅹ-12-ARIMA）による。なお、令和3年12月以前の数値は、令和4年1月分公表時に新季節指数により改訂されている。

<数値の対比は前月比>　　

新規求職数

前月比

前月比

新規求人

○【新規求人数】（季節調整値）は、10,367人で5.0％（546人）減少となった。

【新規求職者数】（季節調整値）は、4,512人で2.6％（116人）増加となった。

○【職業紹介状況】は、紹介件数が247件（6.4%）減の3,641件となり、就職件数は116件（7.0%）
減の1,547件となった。就職率（対新規求職者）は、2.4ポイント下回って37.0％となった。

○【正社員有効求人倍率】（原数値）は、1.09倍となり、前年同月比で0.09ポイント上昇。
（ 正社員有効求人数 13,335人 常用フルタイム有効求職者数12,257人 ）

2



別表１　職業紹介状況（新規学卒者を除きパートタイムを含む）

20,585 21,267 － 19,905 3.4 

＊ 20,595 ＊ 20,516 0.4 19,823 3.9 

２ 新規求職申込件数（件） 4,178 4,385 － 4,223 ▲1.1 

28,029 28,321 － 25,554 9.7 

＊ 29,613 ＊ 29,699 ▲0.3 26,865 10.2 

４ 新規求人数　　 　　（人） 9,820 10,779 － 9,285 5.8 

５ 紹介件数　　 　　 　（件） 3,641 4,359 3,888 ▲6.4 

６ 就職件数　　 　　 　（件） 1,547 1,734 1,663 ▲7.0 

７ 就職率（6/2）　　　 （％） 37.0 39.5 39.4 ▲2.4 

８ 充足数  （件） 1,468 1,674 1,636 ▲10.3 

９ 充足率（8/4）　　　 （％） 14.9 15.5 17.6 ▲2.7 

宮崎県  1.44 1.45 ▲0.01 1.36

全 　国  1.29 1.27 0.02 1.14

別表３　雇用保険一般受給者実人員の推移(基本手当基本分、人)

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

令和２年度 3,594 4,053 4,652 5,013 5,252 5,222 4,939 4,532 4,383 4,235 4,137 4,297

令和３年度 4,223 4,275 4,836 4,921 5,054 4,802 4,461 4,446 4,189 4,014 3,828 3,858

令和４年度 3,891 3,897 4,621 4,742

　　　　(受給者実人員＝失業給付を実際に受けた受給資格者の実数をいう)

別表４　安定所別有効求人倍率（原数値、倍）

宮　崎 1.33 1.31 1.25 0.08 

延　岡 1.24 1.18 1.14 0.10 

日　向 1.18 1.24 1.22 ▲0.04 

都　城 1.77 1.68 1.64 0.13 

日　南 1.06 1.07 0.94 0.12 

高　鍋 1.22 1.15 1.17 0.05 

小　林 1.45 1.38 1.49 ▲0.04 

県　計 1.36 1.33 1.28 0.08 

（注）ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴う令和３年９月以降の数値の取扱いについては、１頁の（注2）を参照

対　前　月 対前年同月
令和4年7月 令和4年6月 増減率(差)

前年同月差
(ポイント)

令和3年7月

３ 月間有効求人数 （人）

１ 月間有効求職者数（人）

季節調整値

前　月　差
(ポイント)

（％） （％）
増減率(差)

令和4年7月 令和4年6月 令和3年7月

季節調整値

令和3年7月

* 季節調整法はセンサス局法Ⅱ（Ⅹ-12-ARIMA）による。なお、令和3年12月以前の数値は、令和4年1月分公表時に新季節指数により改訂されている。

別表２　有効求人倍率（季節調整値、倍）

令和4年7月 令和4年6月
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令和4年7月

1.19 1.17 1.07

1.38 1.36 1.24

1.15 1.16 1.07

1.47 1.46 1.33

1.38 1.37 1.19

1.44 1.45 1.36

1.38 1.36 1.28

0.91 0.90 0.75

* 季節調整法はセンサス局法Ⅱ（Ⅹ-12-ARIMA）による。なお、令和3年12月以前の数値は、令和4年1月分公表時に新季節指数により改訂されている。

別表６　パートタイム職業紹介状況

8,296 8,862 7,749

1,393 1,643 1,472

9,402 9,475 8,782

3,461 3,635 3,342

1,149 1,510 1,288

564 669 656

536 654 649

15.5% 18.0% 19.4%

別表７　新規常用求職者の求職時の態様別内訳(パートを除く）

令和4年7月

令和3年7月

前年比

令和4年7月

令和3年7月

前年比

令和4年7月

令和3年7月

前年比

令和4年7月

令和3年7月

前年比

令和4年7月

令和3年7月

前年比

令和4年7月

令和3年7月

前年比

（注）ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴う令和３年９月以降の数値の取扱いについては、１頁の（注2）を参照

長　崎

福　岡

令和4年6月
前月差

(ポイント)
令和3年7月

0.02

増減率・差

鹿児島

沖　縄

宮　崎

0.02

▲0.01

佐　賀

熊　本

大　分

0.01

0.01

0.01

前年同月

▲0.01

0.02

（％）

１ 月間有効求職者数（人） 7.1 

２ 新規求職申込件数（件）

令和4年7月 令和4年6月 令和3年7月

３ 月間有効求人数　 （人）

▲5.4 

7.1 

４ 新規求人数　　 　　（人）

５ 紹介件数　　 　　 　（件）

3.6 

▲10.8 

６ 就職件数　　 　　 　（件）

７　充足数　　　　　　　（件）

▲14.0 

▲17.4 

８　充足率　　　　　　　（％） ▲3.9 

県　  計 24歳以下 25歳～34歳 35歳～44歳 45歳～54歳 55歳～64歳 65歳以上 合計

新規求職申込件数

314 603 594 629 473 167 2,780

338 641 577 582 438 169 2,745

132

▲ 7.1% ▲ 5.9% 2.9% 8.1% 8.0% ▲ 1.2% 1.3%

21 970

在職者

110 216 234 230 159

128 232 207 218 31 948

▲ 14.1% ▲ 6.9% 13.0% 5.5% 20.5% ▲ 32.3% 2.3%

離職者

165 363 326 374 299 138 1,665

181 383 341 341 286 133 1,665

▲ 8.8% ▲ 5.2% ▲ 4.4% 9.7% 4.5% 3.8% 0.0%

42

事業主都合

11 52 69 102 77 353

14 57 78 80 63 57 349

▲ 21.4% ▲ 8.8% ▲ 11.5% 27.5% 22.2% ▲ 26.3% 1.1%

自己都合

152 304 252 263 192 79 1,242

167 325 257 246 188 56 1,239

▲ 9.0% ▲ 6.5% ▲ 1.9% 6.9% 2.1% 41.1% 0.2%

8 14525 15

29 26 29 23

9.8%34.5% ▲ 7.7% 17.2% 8.7% ▲ 25.0% 60.0%

別表５　九州各県の有効求人倍率（季節調整値、倍）

20 5 132無業者

39 24 34
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別表８　産業別・規模別新規求人状況（原数値）

　　　　項　　　目

令和4年7月 令和4年6月 令和3年7月 前 年 同 前 年
 産業別・規模別 月 比 (%) 同 月 差

Ａ.B 農、林、漁業 217             251             230 ▲5.7 ▲13

Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業 2                16               9 ▲77.8 ▲7
Ｄ 建設業 764 856 784 ▲2.6 ▲20

Ｅ 製造業 1,055 1,211 960 9.9 95

食料品製造業 225             412             267 ▲15.7 ▲42

飲料・たばこ・飼料製造業 71               50               53 34.0 18
繊維工業 146             119             67 117.9 79

木材・木製品製造業 95               109             75 26.7 20

家具・装備品製造業 19               20               9 111.1 10

パルプ・紙・紙加工品製造業 21               8                3 600.0 18

印刷・同関連業 14               46               18 ▲22.2 ▲4

化学工業 49               48               66 ▲25.8 ▲17

石油製品・石炭製品製造業 0                0                0 - 0

プラスチック製品製造業 41               57               51 ▲19.6 ▲10

ゴム製品製造業 26               0                16 62.5 10

窯業・土石製品製造業 30               40               15 100.0 15

鉄鋼業 1                7                0 - 1

非鉄金属製造業 1                7                0 - 1

金属製品製造業 32               85               40 ▲20.0 ▲8

はん用機械器具製造業 31               42               17 82.4 14

生産用機械器具製造業 21               17               26 ▲19.2 ▲5

業務用機械器具製造業 10               25               21 ▲52.4 ▲11

69               16               107 ▲35.5 ▲38

電気機械器具製造業 87               37               84 3.6 3

情報通信機械器具製造業 0 17 2 ▲100.0 ▲2

輸送用機械器具製造業 34 29 7 385.7 27
その他の製造業 32 20 16 100.0 16

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 10 1 2 400.0 8

Ｇ 情報通信業 206 236 186 10.8 20

Ｈ 運輸業、郵便業 591 362 481 22.9 110

Ｉ 卸売業、小売業 1,043 1,122 1,046 ▲0.3 ▲3

Ｊ 金融業、保険業 91 38 50 82.0 41

Ｋ 不動産業、物品賃貸業 145 119 113 28.3 32

Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業 188 241 207 ▲9.2 ▲19

Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 605 645 616 ▲1.8 ▲11

宿泊業 110 163 132 ▲16.7 ▲22

Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業 233 272 188 23.9 45

Ｏ 教育、学習支援業 131 150 171 ▲23.4 ▲40

Ｐ 医療、福祉 2,773 3,119 2,716 2.1 57

Ｑ 複合サービス事業 157 71 105 49.5 52

Ｒ 1,493 1,955 1,341 11.3 152
Ｓ.T 公務、その他 116 114 80 45.0 36

9,820 10,779 9,285 5.8 535

6,251 7,060 6,010 4.0 241

2,322 2,532 2,089 11.2 233
916 905 892 2.7 24
161 112 115 40.0 46
129 158 138 ▲6.5 ▲9
41 12 41 0.0 0

求 人 状 況

産業分類は、平成25年10月改定の「日本標準産業分類」に基づく。

電子部品・デバイス・電子回路製造業

サービス業（他に分類されないもの）

合                計

規
　
模
　
別

３００～４９９人

　　    　　　　 　２９人以下

５００～９９９人
１，０００人以上

３０～９９人　　
１００～２９９人
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正社員の有効求人倍率（原数値）の推移
別添資料 １

○ 正社員有効求人倍率は、１．０９倍と前年同月より０．０９ポイント上昇。

（資料出所） 宮崎労働局集計
※数値は原数値。
※正社員とは、パートタイムを除く常用のうち、勤め先で正社員・正職員などと呼称される正規労働者をいう。
※正社員有効求人倍率＝正社員有効求人数／常用フルタイム有効求職者数。なお、常用フルタイム有効求職者にはフルタイムの派遣労働
者や契約社員を希望する者も含まれるため、厳密な意味での正社員有効求人倍率より低い値となる。

※令和元年は、平成31年1月～4月を含む。
※ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和３年９月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で「求職者マイページ」を開設
した求職者数が含まれている。

（倍）

平成
16年

平成
17年

平成
18年

平成
19年

平成
20年

平成
21年

平成
22年

平成
23年

平成
24年

平成
25年

平成
26年

平成
27年

平成
28年

平成
29年

平成
30年

令和
元年

令和
2年

令和
3年

令和
４年

1月 0.45 0.43 0.46 0.40 0.28 0.25 0.34 0.39 0.42 0.51 0.59 0.68 0.82 0.98 1.05 1.03 0.98 1.11

2月 0.43 0.44 0.47 0.40 0.26 0.24 0.35 0.38 0.42 0.51 0.58 0.43 0.81 0.97 1.05 0.99 0.99 1.12

3月 0.41 0.43 0.43 0.38 0.24 0.24 0.33
1.090.3

7
0.41 0.50 0.57 0.67 0.77 0.93 1.01 0.92 0.98 1.10

4月 0.36 0.39 0.38 0.33 0.21 0.22 0.30 0.34 0.37 0.46 0.53 0.64 0.74 0.90 0.98 0.86 0.95 1.05

5月 0.32 0.39 0.35 0.32 0.19 0.21 0.29 0.34 0.36 0.46 0.52 0.65 0.75 0.90 0.97 0.82 0.96 1.04

6月 0.30 0.38 0.35 0.29 0.18 0.21 0.30 0.34 0.38 0.48 0.52 0.67 0.77 0.95 1.00 0.84 0.98 1.09

7月 0.31 0.38 0.35 0.30 0.19 0.22 0.31 0.35 0.40 0.49 0.55 0.67 0.79 0.96 0.99 0.84 1.00 1.09

8月 0.32 0.41 0.37 0.32 0.19 0.24 0.33 0.37 0.43 0.51 0.59 0.71 0.82 0.96 0.98 0.85 1.00

9月 0.34 0.41 0.38 0.32 0.20 0.26 0.33 0.38 0.45 0.53 0.61 0.73 0.85 0.97 1.01 0.87 1.02

10月 0.36 0.41 0.39 0.31 0.21 0.27 0.33 0.39 0.46 0.54 0.63 0.76 0.87 0.99 1.04 0.89 1.05

11月 0.43 0.39 0.44 0.39 0.31 0.21 0.29 0.35 0.40 0.47 0.58 0.66 0.77 0.90 1.01 1.07 0.94 1.08

12月 0.44 0.41 0.45 0.41 0.30 0.23 0.33 0.37 0.42 0.50 0.59 0.68 0.81 0.94 1.06 1.10 0.99 1.12



「就業地別の求人を用いた有効求人倍率」とは
→実際に就業する都道府県を求人地として集計した有効求人倍率。なお、通常発表している都道府県別
の有効求人倍率は、求人を受理した場所を求人地として集計している。

○ 本社が多く所在する地域では、受理地別の有効求人倍率より「就業地別の求人数を用いた有効求人倍
率」が低い傾向がある。

○ 宮崎県の「就業地別の求人を用いた有効求人倍率」は1.56倍で受理地別の有効求人倍率（1.44倍）
より0.12ポイント高い。

※ 数値は季節調整値。季節調整法は、センサス局法Ⅱ（X－12－ARIMA）による。なお、令和3年12月以前の数値は、令和4年1月分公表時に
新季節指数により改訂されている。

※ 有効求職者数は求職を受理したハローワークが所在する都道府県単位で集計。
※ 季節求人については受理所を就業地とみなしている。
※ 1件の求人に複数の就業地があり、就業地毎の求人数が明確でない場合、それぞれの就業地に順番に求人数を割り当てて配分している。
※ ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和３年９月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で「求職者マイペー

ジ」を開設した求職者数が含まれている。

就業地別の求人数を用いた有効求人倍率（季節調整値）（令和４年7月）

（資料出所）宮崎労働局

別添資料 ２

①
有効求職者数

②
有効求人数

③
就業地別
有効求人数

④
有効求人倍率

⑤
就業地別

有効求人倍率
⑥差

②／① ③／① ⑤－④

令和３年

7月 19,823 26,865 28,498 1.36 1.44 0.08 
8月 19,805 26,827 28,667 1.35 1.45 0.10 
9月 19,752 27,021 28,677 1.37 1.45 0.08 
10月 19,686 26,896 28,581 1.37 1.45 0.08 
11月 19,792 26,969 28,687 1.36 1.45 0.09 
12月 20,007 27,414 29,148 1.37 1.46 0.09 

令和４年

1月 20,279 28,038 29,949 1.38 1.48 0.10 
2月 19,941 27,595 29,562 1.38 1.48 0.10 
3月 20,070 28,272 30,145 1.41 1.50 0.09
4月 20,275 28,425 30,215 1.40 1.49 0.09
5月 20,480 28,749 30,841 1.40 1.51 0.11
6月 20,516 29,699 32,097 1.45 1.56 0.11
7月 20,595 29,613 32,051 1.44 1.56 0.12
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宮崎労働局における雇用調整助成金の支給決定状況について 
 
 

宮崎労働局（局長 田中 大介）は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業
主に対する雇用調整助成金（特例措置）の支給決定状況について、以下のとおり取り
まとめましたので、公表します。 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜雇用調整助成金（特例措置）の支給申請件数及び支給決定件数＞ 

（令和 2年 4月～令和 4年 8月 19日までの累計（速報値）） 

・ 支給申請件数（①）  ：36,605件 

・ 支給決定件数（②）  ：36,340件 

・ 支給決定率（②/①）：  99.3 ％ 

・ 休業対象労働者数（延べ人数）：384,370人 

 

 ＜ 雇用調整助成金の申請状況＞ 

令和 4年 7月の雇用調整助成金の申請件数は 883件で、6月以降 

横ばいの状況である。 

 

（参考）令和 3年 10月から令和 4年７月までの申請件数の動き 

R3.10 R3.11 R3.12 R4.1 R4.2 

1,730 
(11.4) 

1,281 
(▲26.0) 

984 
(▲23.2) 

916 
(▲6.9) 

1,021 
(11.5) 

R4.3 R4.4 R4.5 R4.6 R4.7 

1,353 
(32.5) 

1,739 
(28.5) 

1,118 
(▲35.7) 

889 
(▲20.5) 

883 
(▲0.7) 

   （※1）括弧内は前月比増減率を示す。 

宮崎労働局発表 

令和 4年 8月 30日 

【照会先】 

宮崎労働局職業安定部 

（ 担 当 ） 

部      長 小川 和人 

職業対策課長 田之上 睦子 

（ 電 話 ）0985-38-8824 
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（※2）雇用調整助成金とは 

・ 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を

行い、労働者の雇用の維持を図った場合、事業主が労働者に支払った休業手当等の一部（一定の要件

を満たす場合は全部）を助成するもの。 

・ 令和 2 年 4 月から適用された雇用調整助成金の特例措置については、段階的に縮小を行うという方

針のもと、地域特例(※3)と業況特例(※4)は令和 4年 9月末まで現在の助成内容を継続する。また、令和 4

年 1月より、令和 3年 1月 8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断する。 

・ 令和 4年 10月以降の取扱については、本年 8月末までに決定する予定。 

 

 

(※3) 地域特例とは 

・  緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置区域」

という）において知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 18 条に規定する基本的対処

方針に沿った要請を受けて同法施行令第 11 条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事

業主。 

※ 重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。 

※ 各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。 

 

(※4)  業況特例とは 

・ 生産指標が最近 3か月の月平均で前年又は前々年同期比 30%以上減少の全国の事業主。 

なお、令和 3年 12月までに業況の確認を行っている事業主は、令和 4年 1月 1日以降に判定基礎

期間の初日を迎えるものについては、その段階で業況を再確認する。また、令和 4 年 4 月以降は毎

月業況を確認する。 

 



【令和３年４月から令和４年３月までの監督指導結果のポイント】

(1) 監督指導の実施事業場： 事業場

(2) 主な違反内容［(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場］

① 違法な時間外労働があったもの： 事業場

うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が

月80時間を超えるもの： 28 事業場

うち、月100時間を超えるもの： 19 事業場

うち、月150時間を超えるもの： 3 事業場

うち、月200時間を超えるもの： 0 事業場

② 賃金不払残業があったもの： 事業場

③ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの： 事業場

(3) 主な健康障害防止に係る指導の状況［(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場］

① 過重労働による健康障害防止措置が

不十分なため改善を指導したもの： 事業場

② 労働時間の把握が不適正なため指導したもの： 事業場40 (15.4%)

26 (10.0%)
(20.4%)53

87 (33.5%)

(18.3%)

(2.9%)

(0.0%)

Press Release

長時間労働が疑われる事業場に対する
令和３年度の監督指導結果を公表します

　宮崎労働局（局長　田中　大介）は、このたび、令和３年度に、長時間労働が疑われる事業場に
対して、管内の労働基準監督署（宮崎、延岡、都城、日南の４署）が実施した、監督指導の結果を
取りまとめましたので、監督指導事例と共に公表します。

　この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が１か月当たり80時間を超えていると
考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事
業場を対象としています。

　対象となった260事業場のうち、104事業場（40.0％）で違法な時間外労働を確認したため、是正・
改善に向けた指導を行いました。なお、このうち実際に１ヶ月当たり80時間を超える時間外・休日
労働が認められた事業場は、28事業場（違法な時間外労働があったもののうち26.9％）でした。

　宮崎労働局では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11月の「過
重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行います。

このうち、189事業場（全体の72．7％）で労働基準関係法令違反あり。

260

104 (40.0%)

(26.9%)

【照会先】

宮崎労働局労働基準部監督課

監 督 課 長 森川 直哉

監 察 監 督 官 谷宮 俊実

(代表電話) ０９８５（３８）８８２５

(直通電話) ０９８５（３８）８８３４

宮崎労働局発表

令和４年８月３０日
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１　法違反の状況（是正勧告書を交付したもの）

表１　監督指導実施事業場数

（注１） 主な業種を計上しているため、合計数とは一致しない。

（注２） かっこ内は、監督指導実施事業場数に対する割合である。

（注３）

（注４） 労働基準法第37条違反〔割増賃金〕のうち、賃金不払残業の件数を計上している〔計算誤り等は含まない。〕。

（注５）

（注６） 「その他の事業」とは、派遣業、警備業、情報処理サービス業等をいう。

表３　企業規模別の監督指導実施事業場数

別添１

　監督指導実施状況
　令和３年４月から令和４年３月までに、260事業場に対し監督指導を実施し、189事業場
（ 72.7％）で労働基準関係法令違反が認められた。主な法違反は、違法な時間外労働があった
ものが104事業場、賃金不払残業があったものが26事業場、過重労働による健康障害防止措置
が未実施のものが53事業場であった。

監督指導実施
事業場数

労働基準関係法令違
反があった事業場数

主な違反事項別事業場数

労働時間 賃金不払残業 健康障害防止措置

（注３） （注４） （注５）

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果
(令和３年４月から令和４年３月までに実施)

労働基準法第32条違反〔36協定なく時間外労働を行わせていること、36協定が無効なこと又は36協定で定める限度時間を超えて
時間外労働を行わせていることにより違法な時間外労働があったもの。〕、労働基準法第36条第６項違反（時間外労働の上限規
制）等の件数を計上している。

（40%） （10%）

（6.9%）

（100%）

労働安全衛生法第18条違反〔衛生委員会を設置していないもの等。〕、労働安全衛生法第66条違反〔健康診断を行っていないも
の。〕、労働安全衛生法第66条の８違反〔１月当たり80時間を超える時間外・休日労働を行った労働者から、医師による面接指
導の申出があったにもかかわらず、面接指導を実施していないもの。〕、労働安全衛生法第66条の８の３違反〔客観的な方法そ
の他の適切な方法により労働時間の状況を把握していないもの。〕等の件数を計上している。

その他の事業
（注６） 9

300人以上合計 １～９人 10～29人

（72.7%） （20.4%）

10 2 2

商業 29

接客娯楽業 8

76

33

26

21

14

（29.2%）

（12.7%）

（10%）
19

15

3 6

10

12

14

（8.1%）

合計
（注１，２）

260 189 104 26 53

製造業 13 3 4

1 8

建設業 3 419

主
な
業
種

10

（5.4%）

59

17

運輸交通業

260
71 127 33 15 11 3

（27.3%） （48.8%） （12.7%） （5.8%） （4.2%） （1.2%）

30～49人 50～99人 100～299人

表２　事業場規模別の監督指導実施事業場数

18

（23.5%）

300人以上

260
24 96 31 26 22 61

（9.2%） （36.9%）

合計 １～９人 10～29人 30～49人 50～99人 100～299人

（11.9%） （10%） （8.5%）
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２　主な健康障害防止に関する指導状況（指導票を交付したもの）

(1)

表４　過重労働による健康障害防止のための指導状況

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

(2) 　労働時間の適正な把握に関する指導状況

表５　労働時間の適正な把握に関する指導状況

（注１）

（注２）

　過重労働による健康障害防止のための指導状況
　監督指導を実施した事業場のうち、87事業場に対して、長時間労働を行った労働者に対する
医師による面接指導等（参考資料１参照）の過重労働による健康障害防止措置を講じるよう指
導した。

指導事業場数

指導事項（注１）

面接指導等の
実施（注２）

長時間労働によ
る健康障害防止
対策に関する調
査審議の実施

（注３）

月45時間以内
への削減

（注４）

月80時間以内
への削減

面接指導等が実施
出来る仕組みの整

備等（注５）

ストレスチェック制
度を含むメンタル
ヘルス対策に関
する調査審議の

実施

指導事項は、複数の場合、それぞれに計上している。なお、「月45時間以内への削減」と「月80時間以内への削減」は重複して
いない。

１か月80時間を超える時間外・休日労働を行っている労働者について、面接指導等の必要な措置を実施するよう努めることなど
を指導した事業場数を計上している。

「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること」について、①常時50人以上の労働
者を使用する事業場の場合には衛生委員会で調査審議を行うこと、②常時50人未満の労働者を使用する事業場の場合には、労働
安全衛生規則第23条の２に基づく関係労働者の意見を聴くための機会等を利用して、関係労働者の意見を聴取することを指導し
た事業場数を計上している。

時間外・休日労働時間を１か月当たり45時間以内とするよう削減に努め、そのための具体的方策を検討し、その結果、講ずるこ
ととした方策の着実な実施に努めることを指導した事業場数を計上している。

医師による面接指導等を実施するに当たり、労働者による申出が適切になされるようにするための仕組み等を予め定めることな
どを指導した事業場数を計上している。

　監督指導を実施した事業場のうち、40事業場に対して、労働時間の把握が不適正であるた
め、厚生労働省で定める「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガ
イドライン」（労働時間適正把握ガイドライン（参考資料２参照））に適合するよう指導した。

87 236511718 0

適正な申告の阻
害要因の排除

（ガイドライン４(3)
ｵ）

40 29 0 12 1

指導事業場数

指導事項（注１）

始業・終業時刻の
確認・記録

（ガイドライン４
(1)）

自己申告制による場合

管理者の職務
（ガイドライン４

(6)）

労使協議組織の
活用（ガイドライン

４(7)）
自己申告制の説
明（ガイドライン４

(3)ｱ・ｲ）

実態調査の実施
（ガイドライン４(3)

ｳ・ｴ）

0 0

指導事項は、複数の場合、それぞれに計上している。

各項目のかっこ内は、それぞれの指導項目が、労働時間適正把握ガイドラインのどの項目に基づくものであるかを示している。
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３　監督指導により把握した実態

(1)

表６　時間外・休日労働時間が最長の者の実績（労働時間違反事業場に限る）

(2)

表７　監督指導実施事業場における労働時間の管理方法

（注１） 労働時間適正把握ガイドラインに定める始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法を指す。

（注２） 監督対象事業場において、部署等によって異なる労働時間の管理方法を採用している場合、複数に計上している。

（注３）

自己申告制
（注２,３）

86

原則的な方法（注１）

34

ICカード、IDカードを基礎
（注２）

PCの使用時間の記録を
基礎（注２）

76 28 19 3

タイムカードを基礎
（注２）

200時間超

監督指導実
施事業場数

260 104

　時間外・休日労働時間が最長の者の実績
　監督指導を実施した結果、違法な時間外労働があった104事業場において、時間外・休日労
働が最長の者を確認したところ、28事業場で１か月80時間を、うち19事業場で１か月100時間
を、うち3事業場で１か月150時間を超えていた。

80時間超80時間以下
労働時間違
反事業場数

使用者が自ら現認
（注２）

112 22 15

労働時間適正把握ガイドラインに基づき、自己申告制が導入されている事業場を含む。

0

150時間超100時間超

　労働時間の管理方法
　監督指導を実施した事業場において、労働時間の管理方法を確認したところ、34事業場で使
用者が自ら現認することにより確認し、112事業場でタイムカードを基礎に確認し、22事業場でIC
カード、IDカードを基礎に確認し、86事業場で自己申告制により確認し、始業・終業時刻等を記
録していた。
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【参考】 前年度の監督指導結果との比較 

  前年度の監督指導結果との比較は以下のとおり。 

 

 令和３年度 令和２年度 

監督指導 

実施事業

場 

監督実施事業場 260 197 

  うち、労働基準法などの法令違反あり  
189 

〈72.7％〉 
 

144 

〈73.1％〉 

主な 

違反内容 

１ 違法な時間外労働があったもの 
104 

（40.0％） 

89 

（45.2％） 

  

うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間

数が１か月当たり 80時間を超えるもの 
 

28 

〈26.9％〉 

 

25 

〈28.1％〉 

 

１か月当たり 100時間を超えるもの 

 

19 

〈18.3％〉 

17 

〈19.1％〉 

 

１か月当たり 150時間を超えるもの 
3 

〈2.9％〉 

3 

〈3.4％〉 

 １か月当たり 200時間を超えるもの 
0 

〈0.0％〉 

0 

〈0.0％〉 

２ 賃金不払残業があったもの 
26 

（10.0％） 

10 

（5.1％） 

３ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの 
53 

（20.4％） 

50 

（25.4％） 

主な健康

障害防止

に関する

指導の状

況 

１ 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を

指導したもの 

87 

（33.5％） 

54 

（27.4％） 

  
うち、時間外・休日労働を月 80時間以内に削減するよ

う指導したもの 
 

36 

〈41.4％〉 
 

25 

〈46.3％〉 

２ 労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの 
40 

（15.4％） 

27 

（13.7％） 
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事例１
(その他の
商業)

１ 長時間労働を原因とする精神障害の労災請求があった事業場に対し、

立入調査を実施した。

２ 36協定で定めた上限時間(特別条項：月８0時間）を超え、かつ労働

基準法第36条第6項に定められた時間外・休日労働の上限（月100時

間未満、複数月平均80時間以内）を超える違法な時間外労働・休日労

働（最長：月1１2時間）が認められたことから、指導を実施した。

３ 賃金台帳に法定休日労働時間の未記入が認められたことから、指導

を実施した。

１ 36協定で定めた上限時間(特別条項：月８0時間）を超え、かつ労働基準法第36条
第6項に定められた時間外・休日労働の上限（月100時間未満、複数月平均80時間以
内）を超える違法な時間外労働・休日労働（最長：月1１2時間）が認められた。

２ 賃金台帳に法定休日労働時間の未記入が認められた。

立入調査において把握した事実 と 労働基準監督署の対応

①36協定で定めた上限時間を超えて時間外労働を行わせたことについて是正勧告
（労働基準法第32条違反）
②労働基準法第36条第6項に定められた上限時間を超えて時間外・休日労働を行わせ
たことについて是正勧告（労働基準法第36条違反）

③時間外・休日労働を月80時間以内とするための具体的方策を検討・実施するよう指
導

労働基準監督署の対応

監督指導事例（宮崎労働局令和３年度）

賃金台帳に法定休日労働時間を記入するよう指導

労働基準監督署の対応

①の過半数組合の要件を満たさない場合、②の過半数代表者の選出が適正

に行われていない場合には、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効に

なり、労働者に法定外の時間外・休日労働を行わせることはできません。

時間外労働の上限規制（労働基準法第36条第６項第２、３号）

法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間となり、臨時的な特別の事情がなけ

ればこれを超えることができません。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも
・時間外労働･･･年720時間以内
・時間外労働＋休日労働･･･月100時間未満、２～６か月平均80時間以内

とする必要があります。

法定労働時間
１日８時間
１週40時間

法律による上限
(特別条項/年６か月まで)
年720時間
複数月平均80時間※

月100時間未満※ ※休日労働を含む
法律による上限
（限度時間の原則）

月45時間
年360時間

＊１年単位の変形
労働時間制の場合
月42時間、年320時間

♦以下の事業・業務は、令和６年３
月31日まで上限規制の適用が猶予
されます。

・建設事業 ・自動車運転の業務

・医師

・鹿児島・沖縄砂糖製造業（複数月平均

80時間以内、月100時間未満のみが猶予の対象とな

ります。）

♦新技術・新商品などの研究開発業
務については、上限規制の適用が
除外されています。

別添２
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事例２
(運送業)

１ 時間外・休日労働が１か月当たり80時間を超えていると考えられる

事業場に対し、立入調査を実施した。

２ 労働者８名について、１か月80時間を超える時間外・休日労働が認

められ、36協定で定めた上限時間（特別条項：月８０時間）を超える

違法な時間外・休日労働（最長：月150時間）が認められた。

３ 1か月８０時間を超える時間外・休日労働を行っている労働者に対し

て、医師による面接指導を実施する制度が導入されていなかったため、

指導を実施した。

４ 一部の労働者について、労働時間及び休憩時間が適正に把握してい

なかったため、指導を実施した。

１ 労働者８名について、１か月80時間を超える時間外・休日労働が認められ、36協定で定
めた上限時間（特別条項：月８０時間）を超える違法な時間外・休日労働（最長：月150時
間）が認められた。

２ 1か月８０時間を超える時間外・休日労働を行っている労働者に対して、医師による面接
指導を実施する制度が導入されていなかった。
また、一部の労働者について、労働時間及び休憩時間が適正に把握していなかった。

労働基準監督署の対応

①36協定で定める上限時間を超えて時間外・休日労働を行わせたことについて是正勧告
（労働基準法第32条違反）
②労働基準法第36条第6項に定められた上限時間を超えて時間外・休日労働を行わせたこと
について是正勧告（労働基準法第36条違反）

③時間外・休日労働を月80時間以内とするための具体的方策を検討・実施するよう指導

労働基準監督署の対応

立入調査において把握した事実 と 労働基準監督署の対応

時間外・休日労働が１月当たり80時間を超えた労働者について、面接指導等を実施する
よう努めること、
また、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
に基づき、改善に向けた方策を講ずるよう指導

監 督 指 導 事 例

⇦参考資料２参照

過重労働による健康障害防止

長時間労働を行う労働者については、下記のとおり面接指導等を実施すること
とされています。

次の要件に該当する労働者
① 時間外・休日労働時間が月80時間（※）を超えていること
② 疲労の蓄積が認められること
③ 本人が申し出ていること

面接指導の
実施義務

事業場で定めた基準（※）に該当する労働者

（※）① 時間外・休日労働時間が月80時間超の労働者について、本人の申出が
ない場合であっても面接指導を実施するように基準の策定に努める。

② 時間外・休日労働時間が月45時間超の労働者について、健康への配慮
が必要な者の範囲と措置について検討し、それらの者が措置の対象と
なるよう基準の策定に努める。

面接指導その他
これに準ずる措
置を実施する努
力義務

長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労
働者を見逃さないため、医師による面接指導が確実に実施されるよう、客観的
な方法等により、労働時間の状況を把握しなければなりません。

⇦参考資料１参照
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事例3
(保健衛生
業）

１ 時間外・休日労働が１か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場

に対し、立入調査を実施した。

２ 労働者４名について、36協定の締結なく、１か月８0時間を超える違法な

時間外・休日労働（最長：月125時間）が行われていた。

３ 年次有給休暇が１０日以上付与される労働者に対し、１年以内に５日以上

の年次有給休暇を時季を指定して取得させていなかったことから、指導を実

施した。

４ 時間外労働、休日労働に対する割増賃金が不足していた。

１ 労働者４名について、36協定の締結なく、１か月100時間を超える違法な時間外・休日労働（最
長：月125時間）が行われていた。

２ 年次有給休暇が１０日以上付与される労働者に対し、１年以内に５日以上の年次有給休暇を時季を
指定して取得させていなかった。

３ 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金が不足していた。

労働基準監督署の対応

①「時間外労働及び休日労働に関する協定なく、時間外労働及び休日労働をさせていることにつ

いて是正勧告（労働基準法第32条違反）

②時間外・休日労働を月80時間以内とするための具体的方策を検討・実施するよう指導

労働基準監督署の対応

立入調査において把握した事実 と 労働基準監督署の対応

時間外労働及び深夜労働に対し、法令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払うことにつ

いて是正勧告（労働基準法第37条違反）

監 督 指 導 事 例

労働基準監督署の対応

年５日以上の年次有給休暇を取得させていないことについて是正勧告

（労働基準法第39条第７項違反）

年次有給休暇が10日以上付与される労働者

※ 対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。

すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者（管理監督者を
含む）に対して、年次有給休暇の日数のうち年５日については、使用者が時季を指定して
取得させることが義務付けられています。

年５日の年次有給休暇の確実な取得

対象者

休暇を取得
させる手段

管理簿の作成

就業規則への
規定

●使用者による時季指定

●労働者自ら請求・取得

●計画年休

年次有給休暇を付与した日（基準日）から1年以内に５日

について、いずれかの方法で取得させる必要あり。

●時季指定の対象となる労働者の範囲

●時季指定の方法

※労働者の意見や希望を聴取する必要があります。

労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存する必要あり
※管理簿では時季、日数及び基準日を明確にしておく必要があります。

使用者による時季指定を実施する
場合は、就業規則に記載する必要あり
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企業が実施した長時間労働削減のための自主的な取組事例
別添３

（宮崎労働局長がR3.11キャンペーン期間中に訪問した企業の長時間労働削減に向けた積極的な取組事例）

事例（業種：印刷業）（労働者数：４４名）

○月平均時間外労働時間数を10年程度で約半分に減少させた。
25.5時間から12.9時間に短縮された。

○年次有給休暇の取得率は、82.4％と高水準にある。

取組の結果

会社の取組

○時間外労働の削減
・ノー残業デーを実施し、定時退社を促した。
・社内Webの活用による情報の「見える化」により、プロジェクトの工程等業務進捗情報の共有により計画性を高ま
り、残業の削減につながった。

○年次有給休暇の取得促進

・社内Webの活用による情報の「見える化」により、各従業員の有給休暇予定情報の共有により、心理的にも有給休
暇が取得しやすい環境が構築でき、休みやすくなるとともに周りの社員も予定を立てやすくなった。

○働きやすい環境づくり

・月に１回「職場生活向上委員会」を開催し、出席メンバーを工夫するなどして従業員から職場環境向上のための取
組を積極的に提案できる雰囲気を作り上げた。
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｢時間外労働・休日労働に関する協定（36協定）」締結の際は、その都度、当該事

業場に➀労働者の過半数で組織する労働組合（過半数組合）がある場合はその労働

組合、②過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者（過半数代表者）と、

書面による協定をしなければなりません。

また、①の過半数組合の要件を満たさない場合、②の過半数代表者の選出が適正

に行われていない場合には、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効に

なり、労働者に法定外の時間外・休日労働を行わせることはできません。

本リーフレットを参考に適切に締結を行っていただくようお願いします。

事業主・労働者の皆さまへ

過半数組合がある場合

過半数組合の要件１

■ 事業場に使用されているすべての労働者の過半数で組織する
組合であること

すべての労働者
（パートなども含む）

労働組合員数
＞ 50％

36協定の締結時に、あらためて、事業場の労働者数及び労働組合員数を
確認し、過半数組合となっているかを必ずチェックしてください。

労働者の過半数で組織する労働組合

その労働組合がない場合は

労働者の過半数を代表する者

正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めた事業場のすべての労働者の
過半数で組織する労働組合でなければなりません。

「 36協定｣を締結する際は、

との、書面による協定をしてください。

労働組合に確認しましょう!

サブロク

✓

※ ３６協定の締結・届出に代えて、労使委員会（労働基準法第38条の４第１項に基づくもの。）又は労働時間等設定改善委員会
の決議・届出により、時間外及び休日の労働を行うことができます。

参考資料３
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■ 労働者の過半数を代表していること

■ ３６協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らか
にしたうえで、投票、挙手などにより選出すること

正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を
代表している必要があります。

■ 労働基準法第４１条第２号に規定する管理監督者でないこと
管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な
立場にある人を指します。

２
過半数組合がない場合

過半数代表者の要件と選出のための正しい手続

選出に当たっては、正社員だけでなくパートやアル
バイトなどを含めたすべての労働者が手続に参加
できるようにする必要があります。

選出手続は、労働者の過半数がその人の選出を
支持していることが明確になる民主的な手続（投
票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議）
がとられている必要があります。

使用者が指名した場合や社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合には、
その人は36協定を締結するために選出されたわけではありませんので、36協定
は無効です。

３６協定締結にあたり、労働者側の当事者となる過半数代表者については、
過半数代表者本人に聞くなどにより、次の３事項を必ず確認してください。

①労働者の過半数を代表していること

②その選出に当たっては、すべての労働者が参加した
民主的な手続がとられていること

③管理監督者に該当しないこと

労働基準監督署に届け出た36協定は労働者に周知しなければなリません。

⇒周知しなかった場合、労働基準法第106条違反です（30万円以下の罰金）

・常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける

・書面を労働者に交付する

・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、
各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する

〈周知の具体例〉

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

✓
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宮崎合同庁舎
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業務改善助成金は、生産性を向

上させ、事業場内で最も低い賃金

（事業場内最低賃金）の引上げを

図る中小企業・小規模事業者を支

援する助成金です。

事業場内最低賃金を一定額以上

引き上げ、設備投資などを行った

場合に、その費用の一部を助成し

ます。

詳しくは、宮崎労働局雇用環境・

均等室（☎0985-38-8821）

業務改善助成金で中小
企業等を支援します

厚生労働
大臣表彰 受賞おめでとうございます

厚生労働省では、地方労働行政

に対して特に顕著な貢献があった

方へ厚生労働大臣による感謝状の

贈呈を実施しており、宮崎労働局

ではその贈呈式を8月に都城合同

庁舎で実施しました。

を田中労働局長より贈呈しました。

三山吉夫医師におかれましては

長年にわたり大変お世話になりま

した。今後とも宮崎労働局をよろ

しくお願い申し上げます。

令和４年８月10日、令和４年

度第３回宮崎地方最低賃金審議

会が開催され、現在の宮崎県最

低賃金時間額821円から32円引

上げて853円とする答申が行わ

れました。引上げ額は過去最大

となります。

答申では、コロナ禍や原材料

費等の高騰により影響を受けて

いる中小企業・小規模事業者へ

の諸対策の実施・検討を行うよ

う付帯決議も採択されました。

改正された最低賃金は、答申

に対する異議申出に関する手続

きを経た後、最短で10月６日に

発効される見込みです。

前月に引き続き

「在籍型出向制

度」の周知と推進

を目的として、宮

崎市・都城市の各

２社に対して事業

所訪問を実施しま

した。

冒頭、田中局長

は「県内の有効求

人倍率は一定の水

準に回復。コロナ

禍により一時的に

生じる労働力の過

不足に対し、経済

活動を停滞させる

ことなく労働移動による雇用維持

を実現できる「在籍型出向制度」

の積極的な活用について検討をお

願いしたい。」と述べ、要望書を

手渡しました。

企業からは「グループ企業間で

の在籍出向についても助成制度の

三
山
吉
夫
医
師
（
左
）
と
田
中
局
長
（
右
）

22年の長きにわたり地

方労災医員として勤務し、

豊富な学術的知識や臨床経

験に基づき、地方労働行政

における労災補償行政に多

大な貢献をされた三山吉夫

医師（大悟病院老年期精神

疾患センター長、宮崎大学

医学部名誉教授）に対し、

厚生労働大臣からの感謝状

対象となり得るのは活用の可能性

が広がる。」「世界的なエネル

ギー資源の高騰等、不安要素が広

がる中、コロナ禍以外でも必要に

応じて在籍出向制度を利用した雇

用維持に対する支援が必要。」等

の意見が聞かれました。

最低賃金(時間額)

円

田
中
局
長
に
答
申
文
を
渡

す
橋
口
会
長
代
理
（
左
）

㈱宮崎山形屋
山下代表取締役社長（右）

宮崎日日新聞社
見山取締役総務局長（左）

大淀開発㈱
堀之内代表取締役（左）

㈱九南
永石常務取締役総務本部長（左）
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社会貢献事業に従事できる制度導

入の措置（高年齢者就業確保措

置）を講じることを努力義務とし

ました。

また、この法律では企業に対し

て毎年６月１日現在の高年齢者の

雇用状況の報告を求めています。

今回の集計結果は、この雇用状

況を報告した従業員21人以上の

企業2,205社の状況をまとめたも

66歳以上働ける制度のある企業の割合 全国４位
70歳以上働ける制度のある企業の割合 全国５位

度のある企業の割合は43.8％で

全国５位（全国割合36.6％）と

なっています。総じて全国的な割

合を上回っており、生涯現役社会

の実現に向け着実に前進していま

す。

今後も、宮崎労働局と県内ハ

ローワークでは、65歳までの高

年齢者雇用確保措置を実施してい

ない企業に対しては計画的かつ重

点的な個別指導を実施していきま

す。

また、70歳までの就業機会確

保措置に係る努力義務についても、

制度を導入する企業の更なる拡大

を目指し、高年齢者が年齢にかか

わりなく働き続けることができる

生涯現役社会の実現に向けて施策

を推進いたします。

令和３年「高年齢者雇用状況等報告」

全国労働衛生
週間準備期間

9月１日～30日

[スローガン]
あなたの健康があってこそ
笑顔があふれる健康職場

日常の労働衛生活動の総点検を
行いましょう。

宮崎労働局は、令和3年度にお

ける障害者の職業紹介状況をとり

まとめました。ハローワークを通

じた障害者の就職件数は1,204件

で、前年度から4.7％増え2年ぶり

に増加しました。

障害種別の就職件数の内訳は、

身体障害者340件、知的障害者

196件、精神障害者532件、その

他の障害者（障害者手帳を所持し

ない発達障害者、高次脳機能障害

者、難病患者等）136件となって

おり精神障害者が全体の４割を占

めている状況です。

産業別の就職状況は、多い順に

医療・福祉・サービス業（59％）

卸売・小売業・飲食店（15％）

製造業（12％）となっています。

宮崎労働局と県内ハローワーク

「高年齢者等の雇用の安定等に

関する法律」では65歳までの安

定した雇用を確保するため、企業

に定年制の廃止や定年の引上げ、

継続雇用制度の導入のいずれかの

措置（高年齢者雇用確保措置）を

講じるよう義務付けています。

さらに、令和３年４月１日から

は70歳までを対象として、雇用

による措置や業務委託契約の導入、

では、障害者雇用のノウハウが不

足している企業に対し、先進的な

企業の障害者雇用事例や職務の切

り出し等を紹介しており、各支援

機関と連携を図った障害者への支

援に取り組んでいます。

新規求職申込件数
就職件数

ハローワークを通じた障害者の就職件
数が２年ぶりに増加

のです。宮崎県では65

歳までの高年齢者雇用

確保措置は、ほぼ全て

の集計対象企業で講じ

られています。

また、66歳以上働け

る制度のある企業の割

合が46.1％で全国4位

（全国割合8.3％）、さ

らに70歳以上働ける制

～令和３年度障害者の職業紹介状況等～


